
 

 

 

 

 

全国農業新聞は農業者の公的代

表機関である農業委員会系統組織

が発行する農業総合専門紙です。 

「全国農業新聞」は、「農業委員会｣

で購読の申し込みを受け付けてい

ます。お電話等でお申し込みくださ

い。 

℡ 幕別 54-6625 忠類 8-2111 

お支払いにつきましては JAの口座

引落が便利です。 

毎週金曜日発行  

購読料：月 600 円[送料、税込み] 
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耕作を目的に農地を売買する場合に

は、農地法第 3 条による農業委員会へ

の許可申請が必要です。このため、農 

地を譲り渡す方・譲り受ける方の連名で申請し

ていただきます。ただし、農地を取得する方は、

経営農地をすべて耕作するなど農地法第 3 条

第２項の許可要件を満たしていないと許可で

きません。 

 このほか、幕別町農業振興公社幕別町農業振興公社幕別町農業振興公社幕別町農業振興公社が行う農地利

用集積円滑化事業による売買の方法もありま

す。 

農地を農地を農地を農地を貸し借貸し借貸し借貸し借りりりりしたいしたいしたいしたい場合は場合は場合は場合は、、、、    

どんな手続きが必要ですか？どんな手続きが必要ですか？どんな手続きが必要ですか？どんな手続きが必要ですか？    

農地を貸し借りするには、売買と同様

に農地法第 3条の規定による許可申請

が必要です。 

このほか農業経営基盤強化促進法に基づき利

用権を設定する方法があります。この制度では

幕別町農業振興公社が利用調整を行い、契約に

際しては公社が貸し手と借り手の間に入りま

すので安心して貸し借りを行えます。契約期間

が終了する前には公社から双方へお知らせし

ますので、そのときに継続するかなど話し合い

により決めることができます。 

※正規の手続きをしていない農地の貸し借り

（いわゆる「ヤミ小作」）をしている農地につ

いては、利用権設定の手続きをしていただくよ

うお願いいたします。口約束のみでの農地の貸

し借りはトラブルの元となり、万が一の場合、

権利が主張できません 

貸し借りをしている農地を解約する 

場合は、貸している方、借りている方 

の双方の合意による合意解約書の届

出が必要となります。農業委員会へ提出をお願

いします。 

 

農地を農地を農地を農地を貸し借り貸し借り貸し借り貸し借りししししていましたが都合ていましたが都合ていましたが都合ていましたが都合

により解約することになりました。により解約することになりました。により解約することになりました。により解約することになりました。    

どんな手続きが必要ですか？どんな手続きが必要ですか？どんな手続きが必要ですか？どんな手続きが必要ですか？    

農業を営んでいた被相続人または特

定貸付け（農業経営基盤強化促進法の 

規定による貸付け）を行っていた被相 

続人から相続人が一定の農地等を相続し、農業

を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、農

地等の価格のうち一定の相続税額については、

その相続した農地等について相続人が農業を

営んでいるまたは特定貸付けを行っている限

り、その納税が猶予されます。 

 納税猶予の特例を受けるためには、相続税の

申告書を期限内に提出するとともに、相続税の

納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書

類など一定の書類を添付することが必要です。 

農農農農地の地の地の地の相続を相続を相続を相続を受けた場合、受けた場合、受けた場合、受けた場合、相続相続相続相続税の税の税の税の

猶予制度があると聞いたのですが猶予制度があると聞いたのですが猶予制度があると聞いたのですが猶予制度があると聞いたのですが？？？？    

相続は一般の売買、賃借等のように権

利の設定や移転のための法律行為で

ないことから、農地法第３条の許可の 

対象にはなりません。  

ただし、農地法の改正（平成 21 年 12 月 15

日施行）により、相続や時効取得で農地の権利

を取得する場合は、その権利取得を知った日か

らおおむね 10 ヶ月以内に農業委員会に届け出

をしていただくこととなりました。  

農地を相続する場合でも農地法の許農地を相続する場合でも農地法の許農地を相続する場合でも農地法の許農地を相続する場合でも農地法の許

可が必要でしょうか？可が必要でしょうか？可が必要でしょうか？可が必要でしょうか？    

農地を農地を農地を農地を売買売買売買売買したいしたいしたいしたいのですがのですがのですがのですが、、、、    

どんな手続きが必要ですか？どんな手続きが必要ですか？どんな手続きが必要ですか？どんな手続きが必要ですか？    



    

贈与を受ける人が農地法上の許可要件を満たすことができるか、また、贈与が行われた場合に、贈与を受ける人が農地法上の許可要件を満たすことができるか、また、贈与が行われた場合に、贈与を受ける人が農地法上の許可要件を満たすことができるか、また、贈与が行われた場合に、贈与を受ける人が農地法上の許可要件を満たすことができるか、また、贈与が行われた場合に、

どのような税金がどの位かかってくるのか、そして、贈与者が亡くなったときに問題（遺留分等）どのような税金がどの位かかってくるのか、そして、贈与者が亡くなったときに問題（遺留分等）どのような税金がどの位かかってくるのか、そして、贈与者が亡くなったときに問題（遺留分等）どのような税金がどの位かかってくるのか、そして、贈与者が亡くなったときに問題（遺留分等）

が発生しないのか、相続税はどうなるのか・・・等々について、詳細にわたって検討することがが発生しないのか、相続税はどうなるのか・・・等々について、詳細にわたって検討することがが発生しないのか、相続税はどうなるのか・・・等々について、詳細にわたって検討することがが発生しないのか、相続税はどうなるのか・・・等々について、詳細にわたって検討することが

必要です。必要です。必要です。必要です。    

  検討項目検討項目検討項目検討項目  

 ① 農地を贈与することについて、贈与者・受贈者双方の意思確認ができているかどうか  

 ② 農地を贈与するには、農地法３条に基づく「許可」が必要になるので、その許可要件  

   を満たすことができるかどうか  

 ③ 贈与した場合にかかる税負担はどうなるか（贈与税、登録免許税、不動産取得税）  

④ 贈与者が亡くなったときに相続税がかかるのか、農地を贈与したことによって、他の 

相続人との遺産分割上の問題が発生する可能性がないのか 

 ⑤ 農地贈与による贈与税や相続税の節税対策をどうするのか  

 ※相続時精算課税の特例、贈与税の納税猶予の特例等についての検討※相続時精算課税の特例、贈与税の納税猶予の特例等についての検討※相続時精算課税の特例、贈与税の納税猶予の特例等についての検討※相続時精算課税の特例、贈与税の納税猶予の特例等についての検討        

         

■■■■    相続時精算課税制度活用のポイント相続時精算課税制度活用のポイント相続時精算課税制度活用のポイント相続時精算課税制度活用のポイント        

 １、この制度を活用すると、2,500 万円まで贈与税がかかりません。2,500 万円を超えた部分

に対しては、一律 20％で贈与税が課税されます。  

 ２、65歳以上の親から、20歳以上の子供への贈与であることが必要。  

 ３、贈与するものは、農地の他、同じ親からの贈与はすべて相続時精算課税の適用を受けるこ

とになり、暦年課税（通常の贈与税で、基礎控除年 110万円）によって贈与を受けること

ができなくなります。  

 ４、贈与者が死亡した時には、贈与された農地と他の相続財産と合算して相続税が課税され、

既に支払った贈与税があるときには相続税から控除されます。支払った贈与税の方が相続

税よりも多いときには、多い分について還付され、相続税の課税がないときには、既に支

払った贈与税は全額返ってきます。  

  ■■■■    贈与税の納税猶予の特例活用のポイント贈与税の納税猶予の特例活用のポイント贈与税の納税猶予の特例活用のポイント贈与税の納税猶予の特例活用のポイント            

制度の概要 

農業を営んでいる親が、農地等の全部を後継者である子に生前一括贈与した場合、贈与者

（親）が死亡するまで、贈与税の納税を猶予し、贈与者が死亡した時には、贈与した農地を

親から相続によって取得したものとみなし、相続税が課税されるという制度です。  

 １、一定の要件を満たす場合、農地等の一括贈与については、とりあえず、贈与税が猶予され

る。  

 ２、猶予された贈与税は、贈与者又は受贈者が亡くなったときに免除され、あらためて贈与さ

れた農地等を相続財産とみなして相続税の計算を行い、基礎控除額を超えた場合には相続

税の申告・納税を行う。  

 ３、贈与税が免除される前に、農地を売却したり転用したりすると、利子税とともに猶予され

た贈与税を支払わなければならなくなる。  

 ４、贈与者・受贈者の要件を満たすことが必要。  

 ５、特例の対象となる農地であること。  

 ６、贈与税の申告書に必要書類を添付して、特例を受ける旨記載して税務署に提出する。  

 ７、この特例を受けると、相続時精算課税制度の適用は受けられないこと。  

 ※一部の農地について既に相続時精算課税制度を選択していた場合、残った農地について納税※一部の農地について既に相続時精算課税制度を選択していた場合、残った農地について納税※一部の農地について既に相続時精算課税制度を選択していた場合、残った農地について納税※一部の農地について既に相続時精算課税制度を選択していた場合、残った農地について納税

猶予の特例の適用を受けることはできま猶予の特例の適用を受けることはできま猶予の特例の適用を受けることはできま猶予の特例の適用を受けることはできません。せん。せん。せん。    
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詳
し
く
は
幕
別
町
役
場
農
林
課
農
政
係

（
℡
５
４
―
６
６
０
５
）
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

 

 
国民年金の第 1 号被保険者（保険料納付免除者除く）で、 

年間 60 日以上農業に従事する 60 歳未満の方は誰でも加入できます。 

農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。 
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町
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町
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に
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新
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こ
の
研
修
は
、
向
井
畜
産
部
会
長
か

ら
の
発
案
に
よ
り
、
新
規
就
農
者
が
多

い
広
尾
町
を
訪
れ
、
畜
産
・
農
政
・
農

地
の
３
部
会
合
同
に
よ
り
９
月
５
日
に

行
わ
れ
ま
し
た
。 

当
日
は
、
広
尾
町
農
村
環
境
改
善
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
新
海
会
長
、
杉
坂
会

長
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
Ｊ
Ａ
広
尾
山
本

課
長
よ
り
「
広
尾
町
に
お
け
る
新
規
就

農
取
組
状
況
」
に
つ
い
て
説
明
を
受
け

ま
し
た
。 

広
尾
町
で
は
、
平
成
５
年
に
「
新
規

就
農
条
例
」
を
制
定
し
、
当
初
は
手
作

り
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
や
資
金
の
借

り
入
れ
保
証
を
農
協
の
理
事
会
が
行
う

な
ど
の
取
り
組
み
を
し
、
就
農
後
は
、

サ
ポ
ー
ト
会
議
に
よ
る
定
期
管
理
や
広

尾
町
農
政
推
進
協
議
会
に
よ
る
四
半
期

ご
と
の
点
検
を
行
い
、
昨
年
ま
で
12
戸

の
新
規
就
農
者
を
受
入
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
農
地

や
施
設
の
大
型
化
に
よ
る
初
期
投
資
額

の
増
大
や
新
規
就
農
者
が
希
望
す
る
営

農
形
態
に
ど
れ
だ
け
近
づ
け
る
か
な
ど

が
上
げ
ら
れ
、
本
町
の
委
員
か
ら
新
規

就
農
時
の
平
均
的
な
農
地
面
積
や
初
期

投
資
額
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
て
い
ま
し

た
。 

              
説
明
の
最
後
に
は
、
新
規
就
農
さ
れ

た
２
件
の
方
か
ら
、
就
農
に
至
っ
た
経

緯
と
し
て
、
受
入
側
の
親
身
に
な
っ
た

対
応
が
就
農
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ

と
、
自
分
の
や
り
た
い
農
業
が
で
き
る

環
境
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
話
さ
れ
ま

し
た
。 

 

午
後
か
ら
は
、「
農
業
生
産
法
人
ピ
ラ 

オ
ロ
」
が
経
営
す
る
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン
タ
ー

と
「
大
森
カ
ン
ト
リ
ー
ガ
ー
デ
ン
」
を

視
察
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

       

広
尾
町
は
、
道
総
研
中
央
農
業
試
験

場
の
予
測
に
よ
る
と
２
０
２
５
年
ま
で

の
農
家
戸
数
が
現
在
と
変
わ
ら
な
い
と

予
想
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
研
修
が
本

町
の
農
家
戸
数
減
少
に
歯
止
め
を
か
け

る
た
め
有
意
義
な
も
の
と
な
る
よ
う
、

参
加
し
た
委
員
一
同
真
剣
な
表
情
で
研

修
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

最
後
に
、
お
忙
し
い
中
、
受
入
く
だ

さ
っ
た
広
尾
町
農
業
委
員
会
会
長
様
は

じ
め
事
務
局
の
皆
様
、
並
び
に
Ｊ
Ａ
広

尾
町
様
、
加
藤
牧
場
様
、
小
田
牧
場
様
、

㈱
ピ
ラ
オ
ロ
様
、
㈲
十
勝
大
森
牧
場
様

に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す 

  

前川前川前川前川    厚司厚司厚司厚司    氏氏氏氏        
農政部会 

(幕別市街地区担当) 

大森カントリーガーデン 

こ
の
度
、
幕
別
農
協
推
薦
の
齊
藤
正
孝

委
員
に
代
わ
り
ま
し
て
、
新
委
員
に
前
川

厚
司
氏
（
字
明
倫
）
が
選
任
さ
れ
ま
し
た

の
で
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

       

農
業
経
営
者
の
高
齢
化
や
、
担
い
手
不

足
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
な
ど
農
業
を
取
り
巻
く
環
境

は
年
々
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
中
、
地
域
農
業
を
守
り
、

農
業
振
興
を
図
る
た
め
、
行
政
・
関
係
機

関
と
協
力
し
、
先
輩
諸
氏
の
指
導
を
仰
ぎ

な
が
ら
農
業
委
員
と
し
て
し
っ
か
り
と
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

平
成
25
年
４
月
１
日
付
け
に
て
人
事
異

動
が
あ
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

○
事

務

局

長 
 

 
  

髙 

橋 

宏 

邦 

農
地
振
興
係 

係
長 

鯨 

岡 
 
 

健 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
査 

佐 

瀨 

洋 

美 

 
 

 
 

 
  

主
事
補 

川 

本 

貴 

士 

○
忠
類
支
局
長
（
経
済
建
設
課
長
併
任
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

天 

羽 
 
 

徹 

 
 

農
地
振
興
係 

係
長 

伊 

藤 

憲 

彦 



 

 
 

    
    

 

十
勝
の
農
業
は
、
畑
作
・
畜
産
を
主

体
に
生
産
性
の
高
い
専
業
的
な
経
営
を

目
指
し
て
発
展
し
、
我
が
国
の
食
料
の

安
定
供
給
と
地
域
の
経
済
社
会
を
支
え

る
重
要
な
基
幹
産
業
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
、
住
民
生
活
の
安
定
と
向
上
に

大
き
く
貢
献
し
て
お
り
ま
す
。 

 

し
か
し
、
農
業
を
取
り
巻
く
状
況
は

農
畜
産
物
の
価
格
低
迷
や
担
い
手
の
確

保
な
ど
多
く
の
課
題
が
あ
る
中
、
政
府

が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
）

交
渉
参
加
を
正
式
に
表
明
す
る
な
ど
数

多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。 

食
の
安
全
・
安
心
が
問
わ
れ
る
と
と

も
に
世
界
の
食
料
事
情
を
踏
ま
え
て
、

国
で
は
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計

画
」
に
お
い
て
食
料
自
給
率
を
50
％
ま

で
引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
標
と
し
、「
我

が
国
の
食
と
農
林
漁
業
の
再
生
の
た
め

の
基
本
方
針
・
行
動
計
画
」
が
策
定
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
政
策
目
標

で
あ
る
持
続
的
で
力
強
い
農
業
構
造
を

実
現
す
る
た
め
、
北
海
道
農
業
が
中
心

と
な
り
十
勝
農
業
が
そ
の
中
核
を
な
す

中
で
、
本
町
農
業
は
そ
の
重
要
な
役
割

を
担
う
立
場
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。 

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
本
町
農
業 

  委
員
会
は
、
農
業･

農
民
を
代
表
す
る
唯

一
の
公
的
機
関
と
し
て
、
地
域
農
業
の

確
立
に
向
け
て
関
係
機
関
や
関
係
団
体

と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
将
来
の

農
業
経
営
に
展
望
が
も
て
る
よ
う
な
農

地
制
度
及
び
農
地
行
政
や
構
造
政
策
の

推
進
に
努
力
し
、
農
業
委
員
会
活
動
・

組
織
の
体
制
充
実
が
図
ら
れ
る
よ
う
要

望
・
要
請
活
動
や
許
認
可
等
の
適
正
化
、

透
明
化
を
継
続
的
に
取
り
組
み
、
農
業

委
員
の
役
割
と
責
務
を
果
た
し
て
ま
い

り
ま
す
。 

【【【【
重
点
事
項

重
点
事
項

重
点
事
項

重
点
事
項
】】】】    

１ 

農
業
委
員
は
、
常
に
法
令
・
業
務

等
の
適
正
な
執
行
に
必
要
と
す
る
知

識
の
修
得
に
努
め
、
農
業
者
の
期
待

と
信
頼
に
応
え
ま
す
。 

２ 

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
基

づ
き
、
認
定
農
業
者
に
対
し
農
地
の

利
用
集
積
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、

地
域
農
業
の
構
造
改
革
を
推
進
し
ま

す
。 

３ 

農
業
・
農
村
の
多
様
化
す
る
要
求

あ
る
い
は
実
態
を
把
握
し
、
行
政
機

関
に
対
す
る
建
議
又
は
要
望
を
行
い

ま
す
。 

４ 

農
業
者
年
金
制
度
の
普
及
を
図
り
、

経
営
移
譲
年
金
の
受
給
の
た
め
の
適 

切
な
指
導
に
努
め
ま
す
。 

  ５ 

農
業
後
継
者
の
結
婚
相
談
活
動
に
、 

よ
り
力
を
傾
注
す
る
と
と
も
に
関
係

機
関
・
団
体
と
の
連
携
を
緊
密
に
し
、 

担
い
手
施
策
を
推
進
し
ま
す
。 

６ 

遊
休
農
地
の
利
用
を
増
進
す
る
た

め
、
地
権
者
に
有
効
利
用
の
た
め
必

要
な
指
導
を
行
い
ま
す
。 

  
 

◆◆◆◆    

活活活活    

動動動動    

計計計計    

画画画画    

１１１１    

農
地
農
地
農
地
農
地
のののの
有
効
利
用
事
業

有
効
利
用
事
業

有
効
利
用
事
業

有
効
利
用
事
業    

（
１
）
農
地
相
談
の
実
施 

（
２
）
農
業
生
産
法
人
調
査
と
法
人
化

の
推
進 

（
３
）
農
地
転
用
適
正
化
の
実
施 

（
４
）
贈
与
税
等
の
納
税
猶
予
制
度 

の
申
告 

２２２２    

農
地
調
整
事
業

農
地
調
整
事
業

農
地
調
整
事
業

農
地
調
整
事
業    

（
１
）
農
地
の
利
用
調
整
事
業
の
推
進 

（
２
）
認
定
農
業
者
制
度
の
定
着 

３３３３    

担担担担
いいいい
手
育
成
確
保
事
業

手
育
成
確
保
事
業

手
育
成
確
保
事
業

手
育
成
確
保
事
業    

（
１
）
簿
記
記
帳
の
指
導 

（
２
）
制
度
資
金
活
用
の
推
進 

（
３
）
家
族
経
営
協
定
の
推
進 

４４４４    
農
政
及

農
政
及

農
政
及

農
政
及
びびびび
農
業
振

農
業
振

農
業
振

農
業
振
興興興興    

（
１
）
要
望
・
建
議
活
動 

（
２
）
作
況
調
査
の
実
施 

（
３
）
制
度
資
金
の
活
用 

５５５５    

農
業
者
年
金
業
務

農
業
者
年
金
業
務

農
業
者
年
金
業
務

農
業
者
年
金
業
務
のののの
推
進
推
進
推
進
推
進    

  

（
１
）
農
業
者
年
金
制
度
の
普
及 

（
２
）
経
営
移
譲
の
指
導
相
談 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
３
）
年
金
業
務
の
推
進 

６６６６    

公
益
財
団
法
人
幕
別

公
益
財
団
法
人
幕
別

公
益
財
団
法
人
幕
別

公
益
財
団
法
人
幕
別
町町町町
農
業
振

農
業
振

農
業
振

農
業
振

興
公
社

興
公
社

興
公
社

興
公
社
と
の
と
の
と
の
と
の
連
携
連
携
連
携
連
携    

（
１
） 

農
地
の
利
用
調
整
、
遊
休
農
地 

化
の
未
然
防
止
、
農
業
後
継
者
花

嫁
対
策
、
新
規
就
農
希
望
者
の
環

境
整
備
な
ど
連
携
を
緊
密
に
し
、

各
種
事
業
の
推
進
に
努
め
ま
す
。 

７７７７    

情
報
活
動

情
報
活
動

情
報
活
動

情
報
活
動
のののの
強
化
強
化
強
化
強
化    

（
１
）
農
業
委
員
会
だ
よ
り
の
発
行 

 
 

（
２
）
農
年
協
だ
よ
り
の
発
行 

（
３
）
全
国
農
業
新
聞
の
普
及
拡
大 

８８８８    

農
業
委
員

農
業
委
員

農
業
委
員

農
業
委
員･･ ･･

職
員
研
修

職
員
研
修

職
員
研
修

職
員
研
修
のののの
実
施
実
施
実
施
実
施    

（
１
）
研
修
等
の
参
加
及
び
実
施 

 

（
２
）
学
習
会
の
実
施 

        

◆◆◆◆    

体
制
体
制
体
制
体
制
のののの
充
実
充
実
充
実
充
実    

    

１１１１    

農
業
委
員
会
総
会
等

農
業
委
員
会
総
会
等

農
業
委
員
会
総
会
等

農
業
委
員
会
総
会
等
のののの
開
催
開
催
開
催
開
催    

（
１
）
総
会
の
開
催 

（
２
）
三
役
会
議
の
開
催 

（
３
）
農
地
部
会
、
農
政
部
会
、
畜
産

部
会
の
開
催 

２２２２    

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿    

（
１
）
名
簿
の
確
認
作
業 

◆◆◆◆    
活活活活    

動動動動    

方方方方    

針針針針 



 
４
・
12 

十
勝
農
業
委
員
会
連
合
会
通

常
総
会
（
帯
広
市
） 

 

〃 
 

地
区
別
農
業
委
員
会
会
長
・

事
務
局
長
会
議
（
帯
広
市
） 

 
 

17 

農
村
ア
カ
デ
ミ
ー
入
校
式 

〃 
 

町
公
社
利
用
調
整
会
議
（
幕

別
地
区
） 

 
 

19 

現
地
調
査 

 

〃 
 

町
公
社
利
用
調
整
会
議
（
忠

類
地
区
） 

 
 

26 

農
業
委
員
会
総
会 

５
・
17 

町
公
社
理
事
会 

 
 

20 

町
公
社
利
用
調
整
会
議
（
札

内
地
区
） 

22 

現
地
調
査 

 

〃 
 

町
公
社
利
用
調
整
会
議
（
忠

類
地
区
） 

 
 

24 

農
業
者
年
金
協
議
会
総
会 

 
 

28 

農
業
委
員
会
総
会 

 
 

29 

町
公
社
評
議
会 

 
 

30
～ 

全
国
農
業
委
員
会 

６
・
１ 

 
 

 

会
長
大
会(

東
京
都) 

 
 

20 

町
公
社
利
用
調
整
会
議
（
札

内
地
区
） 

21 

現
地
調
査 

 
 

27 

農
業
委
員
会
総
会 

 

〃 
 

広
報
特
別
委
員
会 

７
・
22 

南
十
勝
会
長
・
代
理
・
事
務

局
長
研
修
会 

 
 

24 

現
地
調
査 

25 

Ｔ
Ｐ
Ｐ
統
一
行
動(

札
幌
市) 

  
 

30 

農
業
委
員
会
総
会 

８
・
５ 

小
麦
刈
取
激
励
訪
問 

９ 

新
任
農
業
委
員
研
修 

〃 
 

 

十
勝
農
業
委
員
会
連
合
会
臨

時
総
会
（
帯
広
市
） 

19 

町
公
社
利
用
調
整
会
議
（
幕

別
地
区
） 

20 

南
十
勝
農
業
委
員
会
・
職
員

研
修
会
・
交
流
会 

 
 

22 

町
公
社
利
用
調
整
会
議
（
忠

類
地
区
） 

 
 

23 

現
地
調
査 

 
 

29 

農
業
委
員
会
総
会 

 
〃 

 

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
推
進
会
議 

９
・
１ 

 

 

～
30 ５ 

視
察
研
修
（
広
尾
町
） 

19 

町
公
社
利
用
調
整
会
議
（
札

内
地
区
） 

 
 

20 

町
公
社
利
用
調
整
会
議
（
忠

類
地
区
） 

 

〃 
 

現
地
調
査 

 
 

 
 

25 

農
地
部
会 

26 

農
業
委
員
会
総
会 
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今
回
の
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業
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員
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で

は
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町
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を
中
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に
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

 

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
や
農
地
の
売
買
、

貸
借
の
相
談
な
ど
、
我
々
農
業
委
員
は

農
家
の
皆
様
の
代
表
と
し
て
、
地
域
に

根
差
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
微
力
で
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
か
ら
も
農
家
の
皆
様
の
声

に
真
摯
に
耳
を
傾
け
、
農
家
第
一
主
義

の
も
と
取
り
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。 さ

さ
い
な
事
で
も
農
地
の
こ
と
は
、

ま
ず
地
区
担
当
農
業
委
員
ま
た
は
事
務

局
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 
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農業者年金の受給・手続き方法などについて、北海道農業会議から講師を 

お招きし、講演と個別相談会を開催します。 

◆日  時  平成 25年 12月 5日（木）午後 1時 30分から 

◆場  所  幕別町町民会館２階講堂 

◆申し込み  事前に農業委員会へお申込みください 

       ※個別相談を希望される方は申込時に申し出ください。 

◆申込期限  平成 25年 12月 2日（月） 

◆申 込 先  幕別町農業委員会 ℡５４－６６２５ 忠類支局８－２１１１ 

農
地
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ロ
ー
ル
強
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